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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年１２月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年１２月１４日１０時１５分ごろ 

発生場所 静岡県下田市神子元島西岸の浅所 

 神子元島灯台から真方位１９６°１７０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３４.４′ 東経１３８°５６.５′） 

事故の概要  瀬渡船第２７みこもと丸は、神子
み こ

元
もと

島西岸に接近中、岩場に乗り揚

げた。 

第２７みこもと丸は、右舷中央部船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過 令和２年１月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

瀬渡船 第２７みこもと丸、１４トン 

 ２４１－１７４９３静岡、株式会社マリントラスト 

 １３.０３ｍ（Lr）×４.１７ｍ×１.４３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４０１.６０kＷ、平成１３年１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３３歳 

 一級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成３１年３月７日 

  免許証交付日  平成３１年３月７日 

  （令和６年３月６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 右舷中央部及び後部船底外板の破口、機関に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、神子元島に渡した釣り客を収容す

る目的で令和元年１２月１４日０９時３０分同島西岸にある本場４号

と称する瀬渡しポイントに向けて下田港を発した。 

船長は、本場４号沖に到着した際、前路に南方に向かう非常に強い

潮流を認めたものの、なんとか釣り客を収容できると思い、本場４号

に接近を開始した。 

本船は、船首を北東方に向けて接近していたところ、潮流と西から

の風浪により、右舷側に傾斜しながら船尾が流されて左回頭し、本場
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４号に平行で北西方に向首した態勢のまま、南方に圧流され、１０時

１５分ごろ、浅所に乗り揚げた。 

船長は、直後に機関室に海水が浸水してきたのを認めたので、釣り

客の収容を中止する旨を船舶所有者に連絡し、機関が水没状態であっ

たものの、下田港所在の造船所に自力入港した。 

船長から連絡を受けた船舶所有者は、別会社に釣り客の収容を依頼

した。 

本船は、右舷中央部船底外板に破口を、機関に濡れ損を生じたもの

の、その後、修理された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 損傷状況 参照） 

 その他の事項 本船は、船首喫水約１ｍ、船尾約２ｍで、潮汐は、約１１０ｃｍで

あった。 

船長は、平成３０年８月から瀬渡船の船長として乗船しており、月

平均２０回の瀬渡し経験があった。 

船長は、本場４号付近において、下げ潮の際、南へ潮流が流れるこ

とを知っていた。 

船長は、本事故時の潮流の影響を過去に経験した程度と思い、その

まま、本場４号に向かって航行して乗り揚げてしまったものの、右舷

側に傾斜した際、すぐに後進で下がって態勢を立て直し、瀬渡しポイ

ントを江ノ口と称する神子元島西岸の入り江等の他のポイントに変更

すれば、乗揚を防げたと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、神子元島西岸において、釣り客の収容の際、船長が、前路

に非常に強い潮流を認めたものの、潮流の影響を過去に経験した程度

と思い、瀬渡しポイントに接近したことから、潮流により圧流されて

浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が神子元島西岸において、釣り客の収容の際、船長

が、前路に非常に強い潮流を認めたものの、過去に経験した程度と思

い、瀬渡しポイントに接近したため、潮流により圧流されて浅所に乗

り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、瀬渡し前、潮流等の程度を見極め、瀬渡しポイントを

選定すること。 

・船長は、瀬渡し時、潮流等により操船に不測の影響を感じた

際、速やかに後進で離れて態勢を立て直すことを想定しておく

こと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

写真１ 損傷状況 

 

 


